
条 例

�愛媛県条例第３８号
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年７月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３７年愛媛県条例第３６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（報酬）

第２条 選挙長等に支給する報酬の額は、次のとおりとする。

� 選挙長 １日につき １０，６００円

� 選挙分会長 １日につき １０，６００円

� 選挙立会人 １日につき ８，８００円

２ 省略

（報酬）

第２条 選挙長等に支給する報酬の額は、次のとおりとする。

� 選挙長 １日につき １０，７００円

� 選挙分会長 １日につき １０，７００円

� 選挙立会人 １日につき ８，９００円

２ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

� 目 次 �
条 例
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